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 北上地区消防組合救急業務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
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北上地区消防組合消防本部       

消防長 鈴 木 和 夫 

 

   北上地区消防組合救急業務取扱規程の一部を改正する訓令 

 

 北上地区消防組合救急業務取扱規程（平成10年北上地区消防組合消防本部訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （消毒） 

第26条 [略] 

２ 前項による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録

表（様式第８号）に記入し、救急自動車の見やすい場所に備

え付けておかなければならない。 

３ [略] 

 （消毒） 

第26条 [略] 

２ 前項による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録

表（様式第８号又は様式第８号の２）に記入し、救急自動車

の見やすい場所に備え付けておかなければならない。 

３ [略] 

 （救急業務の報告） 

第28条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急活動記録票

（様式第９号）等により署長に報告しなければならない。 

 

２ [略] 

 （救急業務の報告） 

第28条 隊長は、救急業務を実施したときは、北上地区消防組

合救急活動記録票（様式第９号）等により署長に報告しなけ

ればならない。 

２ [略] 



 （救急活動の事後検証） 

第29条 救急活動の事後検証は、検証票（様式第10号）により

行い、検証の要領等については別に定めるものとする。 

 （救急活動の事後検証） 

第29条 救急活動の事後検証は、北上地区消防組合検証票（様

式第10号）により行い、検証の要領等については別に定める

ものとする。 

様式第８号（第26条関係） 

定 期 消 毒 

[略] 

 

様式第８号（第26条関係） 

消毒実施記録表（定期消毒） 

[略] 

 

様式第８号（第26条関係） 

使 用 後 消 毒 

[略] 

 

様式第８号の２（第26条関係） 

消毒実施記録表（使用後消毒） 

[略] 

 

備考 改正の部分は、下線の部分である。 

 



様式第９号を次のように改める。 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏） 

 

 



様式第 10 号を次のように改める。 

（表） 

 



（裏） 

 

 附 則 

 この訓令は、平成 26 年１月１日から施行する。 


